
●り災・被災判定が『全壊』、かつ以下のいずれかに該当※



被災した家屋等に相続人や共有者がいる場合、
全員の同意が必要。

被害の状況等に応じ、
①建物性がないと判断できる場合 → 同意書が不要に！
②建物性があると判断できる場合のうち、
・ 下記の条件に合致する → 宣誓書の提出により、

同意書が不要に！
・ 下記の条件に合致しない → 従来どおり、同意書が必要

または
自費解体償還制度をご利用ください！

［宣誓書の条件］
・被災家屋等を取り壊さないと周辺に損害を与える恐れがある
・相続人や共有者等に意向を確認したが返答がない など

相続人や共有者等から異議が出る可能性が低い場合

建物性の確認
（表面参照）

同意書が不要

①建物性がない 下記のいずれか
[宣誓書の条件に合致する] 
→ 宣誓書の提出

[宣誓書の条件に合致しない]
→ 全員の同意書を取得
→ 自費解体の償還制度

②建物性がある


